
口腔管理連携体制についてのお知らせ

当院では、入院患者さまの口腔管理を適切に行うため、
歯科医療機関との連携体制を整備しております。
入院中に口腔内の問題が認められ、
医師が必要と判断した場合には、患者さまの同意を得たう
えで、連携する歯科医療機関へご紹介し、必要な歯科診療
を受けていただける体制を整えております。
これは、令和8年度診療報酬改定において新設された
「口腔管理連携加算」に対応した取り組みです。

当院の連携内容
・歯科医療機関との連携体制の構築
・入院患者さまへの適切な口腔管理支援
・必要時の歯科受診・歯科訪問診療の調整
・医科・歯科間での情報共有

患者さまが安心して治療を受けられるよう、
医科・歯科が連携して支援してまいります。
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